
●電話ユニバーサルサービス料とユニバーサルサービスコストの負担について

（注）　事業者別の拠出額は、2024年6月末の電話番号利用数に基づく試算値です。

・電話のユニバーサルサービスの維持に必要な費用を賄うための各電話会社の1電話番号
当たり負担額（番号単価）は、2026年1月より月額3円から2円に見直されることとなりまし
た。これにともないまして、現在お客さまにご負担をいただいている「電話ユニバーサル
サービス料」についても、1電話番号当たり月額2.2円（税込）に変更させていただきます。

■電話のユニバーサルサービスコストの負担について

■電話ユニバーサルサービス料

料金額
（1電話番号当たり月額） 2.2円［税込］

NTT西日本・NTT東日本の電話のユニバーサルサービスの赤字：▲561億円
（うち、ＮＴＴ西日本：▲312億円）

NTT西日本・
NTT東日本の負担
497億円

基金からの支援
64億円

NTT西日本 NTT東日本

NTT西日本の
お客さま

NTT東日本の
お客さま 他の電話会社のお客さま

他の電話会社
携帯電話事業者など

（注）1．電話ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が定める番号単価と同額です。
　2．適用する電話番号は、加入電話サービス等の契約者回線に係る電話番号および付加サービスに係る電話番号です。

毎月の電話番号利用数に応じて、
1電話番号当たり2円を拠出

3.8億円
を拠出

4.3億円
を拠出

56億円
を拠出

お客さまに「ユニバーサル
サービス料」としてご負担をい
ただいております

基本料の推移（加入電話）

 *1 基本料は1985年4月から、回線使用料（上段）、機器使用料（中段）、及び配線使用料（下段）に分けられました。
 *2 1995年2月改正前の旧2級局（契約数800以上、8,000未満）及び旧1級局（契約数800未満）については、料金を据え置きました。
 *3 2005年1月改定以降の料金については、ダイヤル回線用の料金。
 *4 級局については、2005年1月1日に固定（契約数の増減による級局変更はしない）としました。
 ※金額は税抜（1989年4月1日以降）
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プッシュ回線用料
金については2区分

（単位：円）
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